
ミダス財団 助成金募集要項 

-日本国内の子どもたちの食事支援に取り組む団体に対する助成- 

  

1. 助成の対象 

日本国内において、経済的な理由などで食事を満足に食べられない児童に対して適切

な形で食事の提供などを行う団体への資金の助成や現物の寄贈 

 

2. 応募資格  

日本全国の子ども食堂や子ども宅食等の子どもの食事支援に取り組む団体等（任意団

体含む） 

  

3. 申請必要書類・申請受付期間  

[応募期間] ７月１日９：００から８月２９日１７：００まで  

次の関係書類を添えて、[応募期間] に、[申請書類提出先]へお申し込みください。  

ア [ミダス財団助成金 ２０２５年度 助成金交付申請書] 

 イ [団体の定款・会則及び役員等の名簿] 

 ウ [活動の様子がわかる写真]  

エ [設備助成により購入予定の見積書]  

オ [その他 事業に関する資料（記事・チラシ、直近の会計報告など）  

 

4. 助成の上限と件数  

1件当たり300万円を上限に、30件予定  

  

5. 選考方法・審査結果等選考方法 

財団による視察・ヒアリング後、提出された申請書類に基づき、ミダス財団にて選考

審査を行い、助成団体および助成金額を決定します。審査結果は１１月にお知らせい

たします。助成決定の際は、助成申請団体へ支援決定通知書のほか、申請団体が署

名・捺印して印鑑証明書と共に提出頂く書類（振込依頼書）一式を送付いたします。 

※任意団体の場合は、代表者個人が署名・捺印し、個人の印鑑証明書と共に提出をお

願いいたします。  

  

6. 助成方法  

選考委員会の結果を踏まえ財団理事会で決定後、助成先から提示された口座に振り込

みを実施する  

  

  

7. 実績報告  

当該期間の事業が完了した日から起算して1か月以内に、別添の『実績報告書』をミ

ダス財団へご提出ください。  

  

8. 遵守事項 



申請者の遵守事項助成金を受ける場合は、以下のことを遵守してください。  

(1)虚偽の申請、その他不正な手段で助成金を受けないこと  

(2)事業計画（申請書）に則した目的に使用すること  

(3)助成金の使途に変更があった場合は、すみやかにその理由をミダス財団担当者へ

連絡すること  

※上記(1)(2)に違反した場合は、助成金を返還していただきます。(3)についても、

連絡なき場合には、助成金を返還いただく可能性がありますのでご注意ください。  

  

9. 個人情報の取り扱い 

助成申込書に記載された個人情報については、個人情報保護法に関する法令、個人情

報保護に関する基本方針および同規程により取り扱うこととし、本事業の運営管理の

目的にのみ使用します。  

  

10. 申請書類提出先及びお問い合わせ先 

公益財団法人ミダス財団 Webサイトよりご提出・お問合せ下さい 

＜提出先＞ https://midas-foundation.org/grant 

＜問合せ＞ https://midas-foundation.org/contact  

  

【財団概要】 

詳細はHPをご確認ください 

https://midas-foundation.org/  

  

＜活動目的＞   

ミダス財団は、主に発展途上国において、環境的・経済的理由により就学困難な子ど

もたちのための公立学校に対する助成及び、孤児問題の解決に持続的に取り組む団体

に対する助成を通じ、個々人の尊厳ある創造的な人生の選択肢を広げることで地球規

模での人材の育成・人類の福祉の向上に寄与することを目的とする。また、日本国内

において支援を必要とする子どもたちおよび妊産婦が安定した環境で成長・生活でき

るように支援することで、我が国の児童又は青少年の健全な育成に寄与する事を目的

とする。  

 

https://midas-foundation.org/grant
https://midas-foundation.org/contact
https://midas-foundation.org/

